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1　日本の財政の現状と特徴

1

序
　

章

　
日
本
の
財
政
赤
字
の
謎

1
　
日
本
の
財
政
の
現
状
と
特
徴

巨
額
の
政
府
債
務

　

二
〇
二
〇
年
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
世
界
中
で
流
行
し
た
。
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
、
人
々
の
生
活

様
式
は
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
世
界
経
済
は
大
打
撃
を
受
け
た
。
こ
の
危
機
に
対
応
す
る
た
め
、
各
国
政
府
は
巨
額
の

財
政
出
動
に
踏
み
切
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
た
め
に
大
規
模
な
金
融
緩
和
政
策
が
実
施
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

コ
ロ
ナ
が
収
束
す
る
と
イ
ン
フ
レ
が
発
生
し
た
た
め
、
欧
米
諸
国
で
は
、
一
転
し
て
金
融
引
き
締
め
政
策
が
と
ら
れ
た
。

　

日
本
で
も
二
〇
二
〇
年
以
降
、
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
巨
額
の
財
政
出
動
が
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
収
束
後
も
、
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急
増
し
た
財
政
支
出
は
元
に
戻
ら
ず
、
物
価
高
対
策
と
称
し
て
歳
出
拡
大
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
日
本
銀
行

は
、
物
価
上
昇
率
が
二
％
を
超
え
て
い
る
の
に
、
二
％
の
物
価
目
標
を
持
続
的
・
安
定
的
に
実
現
す
る
た
め
と
し
て
、
金

融
政
策
の
正
常
化
に
は
き
わ
め
て
慎
重
な
姿
勢
で
臨
ん
で
お
り
、
低
金
利
が
歳
出
拡
大
を
下
支
え
す
る
構
図
が
続
い
て
い

る
。

　

安
倍
晋
三
は
、
異
次
元
緩
和
に
よ
っ
て
二
％
物
価
目
標
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
金
融
緩
和
か
ら
財
政
拡
大
へ
と

方
針
転
換
し
、
首
相
退
任
後
の
二
〇
二
二
年
五
月
九
日
に
は
、
日
本
銀
行
は
政
府
の
子
会
社
だ
か
ら
、
国
債
は
返
済
せ
ず
、

借
り
換
え
続
け
れ
ば
い
い
と
発
言
す
る
な
ど
、
実
質
的
な
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
る
歳
出
拡
大
を
促
し
た）1
（

。

　

岸
田
文
雄
は
、
自
民
党
総
裁
選
挙
へ
の
出
馬
に
向
け
て
二
〇
二
〇
年
九
月
に
出
版
し
、
首
相
就
任
直
後
の
二
〇
二
一
年

十
月
に
新
書
改
訂
版
と
し
て
再
版
し
た
著
書
で
、
次
の
よ
う
に
財
政
健
全
化
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
必
要
な

項
目
に
戦
略
的
・
計
画
的
に
支
出
し
て
い
く
の
は
当
然
と
し
つ
つ
も
、「
国
と
し
て
財
政
健
全
化
を
目
指
し
て
い
る
と
い

う
姿
勢
を
不
断
に
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
い
つ
か
国
内
外
の
投
資
家
に
見
限
ら
れ
、
日
本
円
や
国
債
が
暴
落
す
る
事
態

が
心
配
さ
れ
ま
す
。
わ
が
国
で
は
国
民
の
将
来
不
安
が
貯
蓄
率
を
引
き
上
げ
て
消
費
が
回
復
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
」、「
財
政
の
持
続
可
能
性
維
持
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
は
次
代
へ
の
責
任
で
も
あ
り
ま
す
」）
2
（

。
し
か
し
、
い
ざ
首
相

に
就
任
す
る
と
、
安
定
財
源
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
防
衛
費
倍
増
や
異
次
元
の
少
子
化
対
策
と
い
っ
た
巨
額
の
財
政
支

出
を
決
め
た
ほ
か）3
（

、
電
気
・
ガ
ス
料
金
の
負
担
軽
減
措
置
を
乱
発
し
、
一
年
限
り
で
一
人
あ
た
り
四
万
円
の
定
額
減
税
ま

で
実
施
す
る
。
と
り
わ
け
予
備
費
の
巨
額
化
と
使
途
拡
大
に
つ
い
て
は
、
野
党
か
ら
財
政
民
主
主
義
に
反
す
る
と
批
判
さ

れ
た
も
の
の
、
自
民
党
内
で
は
批
判
の
声
は
ほ
と
ん
ど
上
が
ら
な
か
っ
た
。

　

石
破
茂
も
、
自
民
党
総
裁
選
挙
へ
の
出
馬
に
向
け
て
二
〇
二
四
年
八
月
に
出
版
し
た
著
書
で
、
異
次
元
緩
和
に
は
一
定
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の
効
果
は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
を
一
〇
年
も
続
け
る
こ
と
で
、
日
銀
財
務
の
悪
化
、
財
政
規
律
の
麻
痺
な
ど
を
引
き
起

こ
し
た
と
し
て
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
功
罪
に
つ
い
て
評
価
す
べ
き
と
論
じ
て
い
た）4
（

。
だ
が
首
相
に
就
任
す
る
と
、
衆
議
院

総
選
挙
の
公
示
日
に
前
年
度
補
正
予
算
（
国
費
一
三
兆
二
〇
〇
〇
億
円
）
を
上
回
る
規
模
の
補
正
予
算
を
編
成
す
る
と
発
言

し
、
総
選
挙
後
に
は
、
国
債
を
六
兆
六
九
〇
〇
億
円
追
加
発
行
し
て
一
三
兆
九
〇
〇
〇
億
円
の
補
正
予
算
を
編
成
す
る
。

こ
れ
に
は
、
規
模
あ
り
き
で
、
緊
急
性
に
乏
し
い
政
策
が
目
立
つ
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
た）5
（

。
一
方
で
野
党
も
、
消
費

税
減
税
や
課
税
最
低
限
引
き
上
げ
な
ど
を
選
挙
の
公
約
に
掲
げ
、
財
政
健
全
化
に
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

異
次
元
緩
和
と
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
国
債
発
行
へ
の
歯
止
め
が
な
く
な
り
、
日
本
の
政
界
か
ら
は
財
政
規
律
は
完
全
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
こ
う
し
た
現
状
に
至
る
前
段
階
で
あ
る
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
す
る
以
前
の
時
代
を
対
象

と
す
る
。
日
本
は
二
〇
一
九
年
末
の
時
点
で
、
国
の
長
期
債
務
残
高
は
約
九
一
四
兆
円
、
国
と
地
方
の
合
計
で
は
約
一
一

〇
六
兆
円
と
い
う
巨
額
の
政
府
債
務
を
抱
え
て
い
た
（
二
〇
二
三
年
度
末
だ
と
国
は
約
一
〇
八
〇
兆
円
、
国
と
地
方
の
合
計
は
約

一
二
六
三
兆
円
の
見
込
み
）。
中
央
政
府
に
く
わ
え
て
地
方
政
府
と
社
会
保
障
基
金
も
含
め
た
一
般
政
府
ベ
ー
ス
で
見
る
と
、

二
〇
一
九
年
の
日
本
の
総
債
務
残
高
は
対
G 

D 
P
比
で
二
三
六
・
四
％
（
二
〇
二
二
年
は
二
五
七
・
二
％
）
と
な
っ
て
お
り
、

他
の
先
進
国
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
政
府
債
務
危
機
に
陥
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
約
一
八
〇
％
を
も
上
回
っ
て
い
る
（
図
序
―

1
）。
政
府
の
総
債
務
残
高
か
ら
、
政
府
が
保
有
す
る
金
融
資
産
（
年
金
積
立
金
等
）
を
差
し
引
い
た
純
債
務
残
高
で
見
て

も
、
日
本
が
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
（
図
序
―

2
）。
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（％）
図序―1　債務残高の国際比較（対GDP比）

（注）　数値は一般政府（中央政府，地方政府，社会保障基金を合わせたもの）ベース。
日本，アメリカおよびフランスは，2023 年および 2024 年が推計値。それ以外の国は，
2024 年が推計値。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」，IMF ウェブサ
イト
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財
政
赤
字
の
戦
後
史

　

国
ご
と
に
違
い
は
大
き
い

も
の
の
、
ど
の
国
も
債
務
を

抱
え
て
い
る
。
だ
が
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
一
九
六
〇
年

代
ま
で
は
、
欧
米
諸
国
で
は

経
済
が
成
長
し
税
収
が
順
調

に
増
え
た
た
め
、
税
収
の
範

囲
内
で
政
府
支
出
を
賄
う
均

衡
財
政
が
概
ね
実
現
さ
れ
て

い
た
。

　

日
本
も
同
様
に
、
長
期
間

に
わ
た
っ
て
均
衡
財
政
を
実

現
し
て
い
た
。
一
九
四
七
年

に
制
定
さ
れ
た
財
政
法
の
第

四
条
第
一
項
で
は
、「
国
の

歳
出
は
、
公
債
又
は
借
入
金

以
外
の
歳
入
を
以
て
、
そ
の

図序―2　純債務残高の国際比較（対GDP比）

（注）　数値は一般政府（中央政府，地方政府，社会保障基金を合わせたもの）ベース。
日本，アメリカおよびフランスは，2023 年および 2024 年が推計値。それ以外の国は，
2024 年が推計値。純債務残高は，債務残高から金融資産（通貨・預金，負債証券等）
を差し引いたもの。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」
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財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経

た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則

的
に
は
公
債
発
行
に
よ
っ
て
財
政
赤
字
を
賄
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
将
来
世
代
も
便
益
を
享
受
で
き
る
公

共
投
資
等
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
国
債
で
賄
っ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
に
も
と
づ

く
公
債
を
四
条
公
債
（
建
設
国
債
）
と
呼
ぶ
。

　

東
京
五
輪
後
の
一
九
六
五
年
に
「
昭
和
四
十
年
不
況
」（
証
券
恐
慌
）
と
な
り
、
戦
後
初
め
て
特
例
公
債
（
赤
字
国
債
）

が
発
行
さ
れ
た
。
特
例
公
債
と
い
う
名
称
は
、
財
政
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
公
債
の
発
行
を
特
例
で
認
め
る
こ
と
に
由
来

し
て
お
り
、
発
行
の
た
め
特
例
公
債
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
と
き
の
赤
字
国
債
の
使
途
は
、
す
べ
て

公
共
事
業
費
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
建
設
国
債
の
発
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
以
後
、
赤
字
国
債
は
発
行
さ
れ
ず
、

建
設
国
債
の
発
行
の
み
で
財
政
は
や
り
繰
り
で
き
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
三
年
に
第
一
次
石
油
危
機
が
発
生
し
て
以
降
、
先
進
国
の
高
度
経
済
成
長
は
終
焉
を
迎
え
る
。
経

済
の
低
成
長
に
よ
り
歳
入
不
足
が
深
刻
化
し
、
先
進
各
国
は
財
政
赤
字
に
陥
っ
た
。
日
本
も
一
九
七
五
年
に
赤
字
国
債
の

再
発
行
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
れ
以
降
、
政
府
債
務
残
高
は
急
速
に
増
え
続
け
る
。

　

他
の
先
進
国
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
財
政
赤
字
に
苦
し
ん
で
い
た
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇

〇
年
代
に
か
け
て
財
政
再
建
へ
の
取
り
組
み
が
進
む
。
日
本
も
バ
ブ
ル
経
済
に
よ
る
税
収
増
の
お
か
げ
で
、
一
九
九
一
年

度
か
ら
九
三
年
度
に
か
け
て
は
赤
字
国
債
を
発
行
せ
ず
に
済
ん
だ
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
不
況
が
長
期
化
し
て
税

収
が
減
る
一
方
、
景
気
対
策
の
た
め
の
財
政
出
動
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
政
府
債
務
残
高
が
世
界
最
悪
の
水
準
に
ま

で
膨
れ
上
が
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
図
序
―

3
）。
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図序―3　公債発行額，公債依存度の推移

（注）　2023 年度までは決算，2024 年度は予算による。破線は 2023 年度までは当初予算，
2024 年度は予算による。特例公債発行額は，1990 年度は湾岸地域における平和回復
活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債，1994 ～ 1996 年度は消費税率
3％から 5％への引き上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための
減税特例公債，2011 年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を
調達するための復興債，2012 年度および 2013 年度は基礎年金国庫負担 2 分の 1 を実
現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。2023 年度の歳出について
は，2024 年度以降の防衛力整備計画対象経費の財源として活用する防衛力強化資金
繰入 4.4 兆円が含まれている。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」
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日
本
の
財
政
赤
字
の
原
因

　

巨
額
の
財
政
赤
字
に
対
し
て
は
、

政
府
が
「
無
駄
遣
い
」
を
や
め
た

り
、
公
務
員
を
リ
ス
ト
ラ
し
た
り

す
る
こ
と
で
、
財
政
支
出
を
削
減

す
べ
き
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
た
し
か
に
「
ア
ベ
ノ
マ
ス

ク
」
や
、
持
続
化
給
付
金
事
業
を

め
ぐ
る
電
通
お
よ
び
そ
の
子
会
社

の
委
託
費
「
中
抜
き
」
な
ど
、
税

金
の
無
駄
遣
い
の
事
例
は
数
多
い
。

と
こ
ろ
が
対
G 

D 

P
比
で
見
る
と
、

日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
政
府
支

出
が
比
較
的
少
な
い
国
で
あ
り
、

政
府
の
規
模
が
大
き
い
と
は
い
え

な
い
（
図
序
―

4
）。
公
務
員
の
数

も
対
人
口
比
で
見
る
と
、
他
の
主

要
国
に
比
べ
て
顕
著
に
少
な
い

イギリス

アメリカ
日本

韓国

フランス
ギリシャ
オーストリア
フィンランド
ベルギー
イタリア
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スロバキア

ラトビア
ポーランド
ルクセンブルク
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オーストラリア
イスラエル

リトアニア
スイス
コロンビア
アイルランド
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0 20 40 60 80（％）
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55.8
54.9
54.1
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49.9
49.2
49.2

48.4
48.3
48.1
47.5
46.5
45.8

49.1

45.5
44.9
44.5
44.4
44.1
42.8
41.5
41.1
40.8
37.7
37.3
35.9
33.9

24.4

ポルトガル

スロバキア
アメリカ

イスラエル

フランス
フィンランド
オーストリア
イタリア
デンマーク
ドイツ
ベルギー
スペイン
ギリシャ
ノルウェー
日本
スロベニア
イギリス
スウェーデン

オランダ
ルクセンブルク
チェコ
ポーランド

アイスランド
ラトビア
リトアニア
エストニア
オーストラリア
ハンガリー

スイス
コロンビア
韓国
アイルランド

33.9
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32.5
32.1
30.3
29.8
29.4
29.3
27.6
27.3
27.2
26.9

25.9
25.8
25.7
24.9
23.7
23.5

26.0

23.0
22.8
22.4
22.2
20.2
20.1
20.0
18.8
18.7
17.1
16.9
15.9
14.7
13.7

30.2

0 10 20 30 40

スロバキア

ポルトガル
ドイツ

スイス

ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
ベルギー
フランス
ラトビア
オーストリア
イタリア
イスラエル
フィンランド
スウェーデン
スロベニア
チェコ
韓国

アメリカ
スペイン
オーストラリア
イギリス

エストニア
ノルウェー
ポーランド
オランダ
デンマーク
ルクセンブルク

コロンビア
日本
リトアニア
アイルランド

（％）

29.6
27.1
25.6
25.1
24.2
24.0
23.8
23.7
23.4
23.3

23.0
23.0
22.7
22.5
22.4
22.3

23.2

22.2
21.7
21.6
21.5
21.1
21.0
20.9
20.1
19.1
19.0
18.1
17.6
17.2

10.6

政府の総支出（2021） 政府の社会保障支出（2021） 政府の社会保障以外の支出（2021）
図序―4　OECD諸国の政府支出（対GDP比）

（注）　オーストラリア，エストニア，ドイツについては推計による暫定値。それ以外の
国は実績値。数値は一般政府（中央政府，地方政府，社会保障基金を合わせたもの）
ベース。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」



1　日本の財政の現状と特徴

9

（
図
序
―

5
）。

　

他
方
、
対
G 

D 

P
比
で
見
る
と
日
本
は
他
の
先
進

国
に
比
べ
て
、
政
府
の
租
税
収
入
が
非
常
に
少
な
く

（
図
序
―

6
）、
先
進
国
の
国
民
負
担
率
（
租
税
負
担
率

と
社
会
保
障
負
担
率
の
和
）
を
対
国
民
所
得
比
で
見
る

と
、
日
本
の
国
民
負
担
率
は
比
較
的
低
い
こ
と
が
わ

か
る
（
図
序
―

7
）。
つ
ま
り
日
本
は
、
財
政
支
出
が

少
な
い
「
小
さ
な
政
府
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
輪
を
か
け
て
税
収
が
少
な
い
た
め
、
巨
額
の

財
政
赤
字
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
る
と
日
本
の
財
政
赤
字
の
原
因
は
、
租

税
収
入
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
増
税
が
な
か

な
か
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
う
え
高
齢

化
が
急
速
に
進
行
す
る
た
め
、
社
会
保
障
関
係
費
は

毎
年
一
兆
円
程
度
の
自
然
増
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
は
政
府
債
務
が
増

大
し
て
い
る
も
の
の
、
社
会
保
障
関
係
費
を
除
く
個

別
の
政
策
領
域
で
は
恒
常
的
に
財
政
緊
縮
の
圧
力
が

図序―5　人口千人あたりの公的部門における職員数の国際比較

（注）　本資料は，編集時点における各国の統計データ等をもとに便宜上整理したもので
あり，各国の公務員制度の差異等（中央政府・地方公共団体の事業範囲，政府企業の
範囲等）については考慮していない。また政府企業等職員には公務員以外の身分の者
も含んでいる場合がある。国名下の（　）は，データ年（度）を示す。合計は，四捨
五入の関係で一致しない場合がある。日本の「政府企業等職員」には，独立行政法人，
国立大学法人，大学共同利用機関法人，特殊法人の職員を計上している。日本の数値
において，国立大学法人，大学共同利用機関法人および特殊法人以外は，非常勤職員
を含む。

（出典）　人事院ウェブサイト（内閣人事局資料〈未定稿〉）

フランス
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4.4

2.9

1.9

5.4 27.5 2.1 37.9

49.4 6.5

7.5 50.5 2.9

38.8 23.2 3.1 71.3

64.1

62.2

19.3 42.8 90.04.4

イギリス
（2021年）
ドイツ

（2021年）
アメリカ
（2021年）
日本

（2021年）

（単位：人）

中央政府職員
政府企業等職員
地方政府職員
軍人・国防職員
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か
か
っ
て
い
る
（
図
序
―

8
）。

　

公
共
事
業
関
係
費
は
、
一
九
九
〇

年
代
に
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
対

策
と
し
て
急
激
に
増
加
し
た
も
の
の
、

そ
れ
以
降
、
特
に
小
泉
内
閣
や
民
主

党
政
権
で
、
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い

る
。
文
教
及
び
科
学
振
興
費
は
、
一

九
九
〇
年
代
以
降
、
コ
ロ
ナ
禍
ま
で

は
、
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
で
あ
り
、
日

本
の
科
学
技
術
力
の
低
下
が
問
題
視

さ
れ
て
い
る
。
防
衛
関
係
費
は
、
岸

田
内
閣
で
倍
増
が
決
め
ら
れ
た
も
の

の
、
そ
れ
以
前
で
は
第
二
次
以
降
の

安
倍
内
閣
で
増
加
を
続
け
た
と
は
い

え
、
G 

D 

P
比
で
一
％
程
度
と
、
先

進
国
の
中
で
は
最
低
の
水
準
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
（
図
序
―

9
）。

　

マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
は
放
漫
財
政

図序―6　OECD諸国の租税収入（対GDP比，2021 年度）

（注）　オーストラリア，エストニア，ドイツについては推計による暫定値。それ以外の
国は実績値。数値は一般政府（中央政府，地方政府，社会保障基金を合わせたもの）
ベース。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」
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だ
が
、
メ
ゾ
・
レ
ベ
ル
で
は
、
社
会
保
障

関
係
費
を
除
い
て
は
緊
縮
財
政
が
継
続
さ

れ
て
い
る
の
が
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
日
本

の
財
政
の
特
徴
で
あ
る
。

2
　
繰
り
返
さ
れ
る
財
政
再

建
政
策

財
政
再
建
が
進
ま
な
い
理
由

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
政
治
学
者
や
経
済
学

者
が
、
な
ぜ
日
本
で
は
財
政
再
建
が
進
ま

な
い
の
か
、
他
の
先
進
国
と
比
較
し
て
政

府
債
務
残
高
が
顕
著
に
大
き
い
の
は
な
ぜ

な
の
か
を
論
じ
て
き
た
。
だ
が
、
歳
出
削

減
や
増
税
が
国
民
に
痛
み
を
も
た
ら
す
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
い
は
、
さ

ほ
ど
難
し
い
パ
ズ
ル
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
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（注）　OECD 加盟国 38 カ国中 36 カ国。トルコは 2017 年，ニュージーランドは 2020 年，
その他の国は 2021 年のデータ。オーストラリア，エストニア，ドイツについては推
計による暫定値。それ以外の国は実績値。コロンビアおよびアイスランドについては，
国民所得の計数が取得できないため掲載していない。括弧内の数字は，対 GDP 比の
国民負担率。

（出典）　財務省ウェブサイト「日本の財政関係資料（令和 6 年 10 月）」

図序―7　国民負担率（対国民所得比）のOECD諸国との比較
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と
い
う
の
も
今
か
ら
半
世
紀
近
く
も
前
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ブ
キ
ャ
ナ
ン
ら
は
、
民
主
主
義
国
で
再
選
を
目
的
と
す
る
政

治
家
は
、
有
権
者
の
財
政
錯
覚
、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
財
政

赤
字
が
将
来
の
増
税
に
つ
な
が
る
と
有
権
者
が
認
識
で
き
な

い
こ
と
に
つ
け
込
み
、
税
収
を
上
回
る
財
政
支
出
を
行
う
こ

と
で
、
財
政
赤
字
を
も
た
ら
す
と
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

政
治
家
は
、
景
気
が
悪
化
す
る
と
財
政
支
出
を
増
や
す
一
方
、

財
政
支
出
の
削
減
は
有
権
者
に
不
人
気
な
政
策
で
あ
る
た
め
、

景
気
が
回
復
し
て
も
財
政
支
出
を
減
ら
そ
う
と
は
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
有
権
者
は
、
財
政
錯
覚
の
た
め
、
こ
う
し
た

無
責
任
な
政
治
家
に
は
次
の
選
挙
で
は
投
票
を
せ
ず
に
懲
ら

し
め
よ
う
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
支
持
し
て
し
ま
う
の
で
、

こ
う
し
た
政
治
家
が
再
選
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
モ
デ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
民
主
主
義
国
で
は
財
政
赤
字

は
不
可
避
と
な
る
。
そ
こ
で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
ら
は
解
決
策
と
し

て
、
憲
法
に
均
衡
財
政
を
義
務
付
け
る
な
ど
し
て
、
政
府
や

議
会
の
権
力
に
制
約
を
課
す
こ
と
を
主
張
し
た）6
（

。

　

も
っ
と
も
財
政
破
綻
の
危
機
が
現
実
化
し
た
場
合
、
政
府

（出典）　財務省ウェブサイト「統計表一覧」「第 20 表　昭和 42 年度以降主要経費別分
類による一般会計歳出予算現額及び決算額」（2025 年 1 月 20 日最終確認）より筆者
作成。

図序―8　主要経費別分類による決算額
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2　繰り返される財政再建政策

13

は
国
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
で
も
財
政
再
建
策
を
と
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半
以

降
、
日
本
で
は
常
に
多
く
の
専
門
家
が
財
政
破
綻
の
危
険
性

を
警
告
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
兆
し
は
生
じ
ず
、
財
政
破

綻
論
者
は
オ
オ
カ
ミ
少
年
呼
ば
わ
り
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で

は
家
計
、
そ
し
て
バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
企
業
も
、
貯
蓄
超
過
の

状
態
に
あ
り
、
さ
ら
に
二
〇
一
三
年
か
ら
は
、
日
本
銀
行
が

異
次
元
緩
和
に
よ
り
国
債
を
大
量
に
購
入
す
る
こ
と
で
、
大

量
に
発
行
さ
れ
る
国
債
の
大
半
は
国
内
市
場
で
円
滑
に
消
化

さ
れ
、
国
債
の
海
外
保
有
比
率
は
低
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
結

果
、
長
期
金
利
の
上
昇
も
見
ら
れ
ず
、
現
在
で
も
、
政
府
債

務
危
機
に
陥
る
危
険
性
は
現
実
化
し
て
い
な
い）7
（

。
こ
う
し
た

経
済
環
境
下
に
あ
る
日
本
で
、
国
民
に
不
人
気
な
増
税
や
財

政
支
出
の
削
減
と
い
っ
た
財
政
再
建
策
が
と
ら
れ
な
い
の
は

当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

財
政
再
建
に
取
り
組
ん
だ
首
相
た
ち

　

と
こ
ろ
が
日
本
政
治
を
振
り
返
る
と
、
こ
れ
ま
で
財
政
再

（出典）　財務省ウェブサイト「統計表一覧」「第 20 表　昭和 42 年度以降主要経費別分
類による一般会計歳出予算現額及び決算額」（2025 年 1 月 20 日最終確認）より筆者
作成。

図序―9　 主要経費別分類による決算額（公共事業関係費，文教及び科学振興
費，防衛関係費）
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建
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
、
財
政
再
建
は
常
に

重
要
な
政
治
課
題
で
あ
り
続
け
、
不
十
分
と
は
い
え
、
消
費
税
の
導
入
や
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
、
そ
し
て
歳
出
削
減
と

い
っ
た
国
民
に
痛
み
を
も
た
ら
す
政
策
が
、
繰
り
返
し
試
み
ら
れ
て
き
た
。

　

具
体
的
に
述
べ
る
と
、
大
平
正
芳
首
相
は
、
一
九
七
九
年
一
月
に
一
般
消
費
税
の
導
入
を
閣
議
決
定
す
る
も
の
の
、
自

民
党
議
員
や
世
論
の
反
発
に
遭
い
、
十
月
の
衆
議
院
総
選
挙
直
前
に
な
っ
て
撤
回
す
る
。
だ
が
自
民
党
は
、
総
選
挙
で
敗

北
し
、
自
民
党
内
で
四
十
日
抗
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
失
敗
を
受
け
て
鈴
木
善
幸
首
相
と
中
曾
根
康
弘
首
相
は
、「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
を
掲
げ
て
大
型
間
接
税
の
導

入
を
封
印
し
、
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
行
政
改
革
だ
け
で
は
財
政
再
建
は
難
し
く
、
中
曾
根
首
相
は
一
九

八
六
年
衆
参
同
日
選
挙
で
大
勝
し
た
後
、
売
上
税
の
導
入
を
試
み
る
。
こ
れ
に
は
公
約
違
反
と
し
て
世
論
が
猛
反
発
し
、

再
び
失
敗
に
終
わ
る
。

　

竹
下
登
首
相
は
、
消
費
税
の
導
入
に
成
功
す
る
も
の
の
、
世
論
の
猛
烈
な
反
発
を
買
い
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
へ
の
批
判

も
あ
っ
て
、
内
閣
は
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
八
九
年
参
議
院
選
挙
で
自
民
党
は
、
過
半
数
割
れ
の
大
敗

を
喫
す
る
。

　

そ
の
後
、
政
治
改
革
を
掲
げ
て
政
権
交
代
を
実
現
し
た
細
川
護
熙
首
相
は
、
与
党
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
小
沢
一
郎

新
生
党
代
表
幹
事
の
支
持
を
得
て
、
消
費
税
を
廃
止
し
て
国
民
福
祉
税
を
導
入
す
る
こ
と
を
発
表
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
連

立
与
党
内
の
反
発
を
受
け
て
撤
回
に
追
い
込
ま
れ
、
世
論
の
支
持
も
失
う
。
自
民
党
・
社
会
党
・
新
党
さ
き
が
け
の
連
立

政
権
が
発
足
す
る
と
、
社
会
党
委
員
長
の
村
山
富
市
首
相
は
、
こ
れ
ま
で
消
費
税
反
対
を
掲
げ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

消
費
税
率
を
一
九
九
七
年
四
月
か
ら
五
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
決
め
る
。
こ
の
た
め
社
会
党
は
変
節
を
批
判
さ
れ
、
弱
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小
政
党
へ
と
転
落
し
て
い
く
。

　

一
九
九
六
年
衆
議
院
総
選
挙
に
勝
利
し
た
橋
本
龍
太
郎
首
相
は
、
予
定
通
り
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
実
施
す
る
。
さ

ら
に
梶
山
静
六
官
房
長
官
と
与
謝
野
馨
官
房
副
長
官
の
主
導
に
よ
り
、
財
政
構
造
改
革
に
も
取
り
組
む
。
と
こ
ろ
が
、
消

費
税
増
税
と
緊
縮
財
政
に
よ
り
急
激
な
景
気
の
悪
化
と
金
融
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
と
し
て
、
一
九
九
八
年
参
議
院
選
挙

で
惨
敗
し
、
退
陣
に
追
い
込
ま
れ
る
。

　

こ
の
後
、
小
渕
恵
三
首
相
と
森
喜
朗
首
相
は
景
気
回
復
を
優
先
し
て
財
政
拡
張
政
策
を
と
る
も
の
の
、
小
泉
純
一
郎
首

相
は
、
構
造
改
革
を
掲
げ
て
財
政
緊
縮
政
策
を
実
施
す
る
。
だ
が
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
否
定
し
続
け
た
。
そ
の
後
、

福
田
康
夫
首
相
と
麻
生
太
郎
首
相
は
、
構
造
改
革
路
線
の
転
換
を
図
り
、
社
会
保
障
の
機
能
強
化
の
た
め
と
し
て
消
費
税

増
税
を
計
画
す
る
。

　

二
〇
〇
九
年
の
衆
議
院
総
選
挙
で
政
権
交
代
を
実
現
し
た
民
主
党
は
、
当
初
は
消
費
税
増
税
を
否
定
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
鳩
山
由
紀
夫
首
相
退
任
後
、
菅
直
人
首
相
が
消
費
税
増
税
の
検
討
を
始
め
、
野
田
佳
彦
首
相
は
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
と
し
て
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
決
定
す
る
。
民
主
党
は
二
〇
一
二
年
衆
議
院
総
選
挙
で
惨
敗
し
、
政
権
を
追

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
財
政
再
建
に
取
り
組
む
の
か

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
首
相
や
有
力
政
治
家
が
、
短
期
的
に
は
財
政
破
綻
の
見
込
み
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返

し
財
政
再
建
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
財
政
支
出
に
対
し
て
は
、
高
齢
化
に
よ
る
自
然
増
の
た
め
に
抑
制
が
き
わ
め
て
困
難

な
社
会
保
障
関
係
費
を
除
い
て
は
、
恒
常
的
に
緊
縮
圧
力
が
か
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
財
政
健
全
化
の
方
策
と
し
て
最
も
有
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力
視
さ
れ
た
の
が
、
大
型
間
接
税
の
導
入
で
あ
り
、
消
費
税
の
導
入
後
は
、
そ
の
税
率
引
き
上
げ
で
あ
る
。
だ
が
、
大
型

間
接
税
の
導
入
や
消
費
税
増
税
は
国
民
に
不
人
気
な
政
策
で
あ
り
、
そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
政
権
の
多
く
は
、
世
論
の
反
発

を
受
け
て
、
そ
の
命
運
を
断
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
で
は
、
急
激
に
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
今
後
は
家
計
貯
蓄
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
た
め
、
財

政
再
建
は
中
長
期
的
に
は
重
要
な
政
治
課
題
で
あ
る
。
ま
た
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
大
型
自
然
災
害
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
、
政
府
が
緊
急
時
に
巨
額
の
財
政
支
出
を
行
う
余
力
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
が
再
認
識
さ

れ
、
平
時
に
お
け
る
財
政
健
全
化
の
重
要
性
も
明
白
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
短
期
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
財
政
再
建
は
、
日
本
政
治
の
特
徴
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
「
問
題
の

先
送
り
」
が
可
能
な
政
策
課
題
で
あ
り
、
早
急
な
解
決
を
要
す
る
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

歳
出
削
減
や
増
税
と
い
う
国
民
に
痛
み
を
も
た
ら
し
、
結
果
と
し
て
政
権
へ
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
政
策
に
、
多
く

の
政
権
が
自
ら
の
命
運
を
賭
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
謎
と
い
え
る
。
景
気
回
復
を
最
優
先
と
し
て
消
費

税
率
引
き
上
げ
を
二
度
延
期
し
、
財
政
支
出
の
削
減
に
も
不
熱
心
で
あ
っ
た
第
二
次
以
降
の
安
倍
晋
三
内
閣
が
、
比
較
的

高
い
内
閣
支
持
率
を
維
持
し
て
長
期
政
権
を
築
い
た
こ
と
は
、
財
政
再
建
を
先
送
り
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
実
証
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
多
く
の
首
相
は
、
政
権
の
命
運
を
危
う
く
し
て
も
財
政
再
建
を
先
送
り
せ
ず
に
真

に
取
り
組
む
と
い
う
不
合
理

な
選
択
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
財
政
再
建
を
め
ぐ
る
日
本
政
治
の
歩
み
を
振
り
返
り
、
不
人
気
な

は
ず
の
財
政
再
建
政
策
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
に
移
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
証
す
る
。
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注（
1
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
二
年
五
月
十
四
日
付
。

（
2
）　

岸
田
（
二
〇
二
一
）、
二
七
―
三
〇
頁
。

（
3
）　

将
来
の
増
税
や
社
会
保
険
料
の
引
き
上
げ
で
確
保
し
た
財
源
は
、
増
や
し
た
予
算
の
三
割
だ
け
で
あ
っ
た
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
四
年
十
月
三

日
付
。

（
4
）　

石
破
・
倉
重
編
（
二
〇
二
四
）、
二
三
四
―
二
三
七
頁
。

（
5
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
四
年
十
月
十
六
日
付
、
同
十
一
月
二
十
三
日
付
、
同
十
二
月
十
八
日
付
。

（
6
）　Buchanan and W

agner （1977

）.

（
7
）　

も
っ
と
も
二
〇
二
五
年
五
月
に
新
発
三
〇
年
物
国
債
の
利
回
り
は
一
時
三
・
一
八
五
％
、
四
〇
年
物
は
一
時
三
・
六
七
五
％
と
過
去
最
高
を
記
録
し

た
。
こ
の
超
長
期
金
利
上
昇
の
一
因
と
し
て
、
野
党
が
参
議
院
選
挙
の
公
約
と
し
て
消
費
税
減
税
な
ど
を
掲
げ
て
お
り
、
国
の
財
政
悪
化
が
懸
念
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
財
務
省
幹
部
は
、「
日
銀
の
異
次
元
緩
和
以
降
、
金
利
が
財
政
悪
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
機
能
が
失
わ
れ
て
い

た
が
、
や
っ
と
戻
っ
て
き
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
超
長
期
国
債
、
金
利
が
急
上
昇　

財
政
悪
化
に
懸
念
…
財
務
省
・
日
銀
ど
う
動
く
」『
朝
日
新

聞
デ
ジ
タ
ル
』
二
〇
二
五
年
五
月
三
十
日
付
。



著者紹介 上川 龍之進（かみかわ りゅうのしん）
現職：大阪大学大学院法学研究科教授
略 歴：1976 年生まれ。京都大学法学部卒業。京都大学大学院
法学研究科博士後期課程修了。京都大学博士（法学）。

研究分野：政治過程論，現代日本政治，行政学
主 な著作：『小泉改革の政治学──小泉純一郎は本当に「強い
首相」だったのか』（東洋経済新報社，2010 年）；『日本銀
行と政治──金融政策決定の軌跡』（中央公論新社，2014
年）；『電力と政治──日本の原子力政策 全史（上）・（下）』
（勁草書房，2018 年）。

消費税と政治――財政再建をめぐる理念と思惑
The Politics of Fiscal Reconstruction

2025 年 12 月 5 日 初版第 1刷発行

著　者 上川龍之進
発行者 江草貞治
発行所 株式会社有斐閣
 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
 https://www.yuhikaku.co.jp/
デザイン 宮川和夫事務所
印　刷 萩原印刷株式会社
製　本 大口製本印刷株式会社
装丁印刷 株式会社亨有堂印刷所

落丁・乱丁本はお取替えいたします。定価はカバーに表示してあります。
©2025, KAMIKAWA Ryunoshin.
Printed in Japan. ISBN 978-4-641-14960-1

本書の無断複写（コピー）は，著作権法上での例外を除き，禁じられています。複写される場合は，そのつど事前に，（一
社）出版者著作権管理機構（電話 03-5244-5088，FAX 03-5244-5089，e-mail : info@jcopy.or.jp）の許諾を得てください。


